
「農政の大転換一新政策の論点」

一新農政のフル活用とＪＡ地域営農ビジョン実践強化 （メモ）

　

平成２６年３月 ２０日

ＪＡ全中担い手・農地対策課

田

　

村

　

政 司



新農政のフル活用とＪＡ地域営農ビジョン実践強化

にむけた取り組み （メモ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平 成 ２６ 年 ３ 月 ２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ Ａ 全 中

　

田 村 政 司

１

　

新農政のポイントと課題

（１） 新農政の経過とポイント
０

　

２４年１１月民主党から自民党への政権転換をうけ、 農業者戸別所得補償制
度を見直し、２６年度から新農政がスタ」ト。主なポイントは以下のとおり。

① 米直接支払い交付金について、米の生産目標数量に従って生産する農業者へ

　

の１． ５万円／ｌｏａ米直接支払い交付金について、 ２６年度以降７５００

　

円／ｌｏａ と し、 ２９年産まで。

②

　

米価変動交付金について、 直接支払い交付金の対象者への米の標準的な生
産費 （約１３７００円） の下落分を国が補償する米価変動交付金を廃止し、
米・麦・大豆等の土地利用型作物の販売収入を合算し、 収入の減少額の９割
を国３／４、 農業者１／４で造成する資金から補てんするナラシ対策に一本

化し、 対象者を認定農業者、 集落営農、 認定就農者。

　

この見直しによる財源を以下の対策に振替・拡充する。
③

　

多面的直接支払いの創設することとし、 現行の農地・水対策の４４００円
／ｌｏ ａ について、 農地を農地として維持する地域の農業者組織の協同活動

　

に対 して、 ３０００円／ｌｏ ａ を新たに措置し、 これまでの農地・水対策の

単価を２４ ００円／ｌｏａと して継続。

④

　

水田活用 （転作対策） について、 地域で作成する水田フル活用 ビジョンを

要件として、 実現にむけた政策支援として産地交付金を大幅に拡充 （全国で

　

５ ３９億円→８０４億円） し、 転作拡大面積への追加助成、 飼料用米の数量
支払いと専用品種、加工用米３年契約、備蓄米への追加助成

⑤

　

各県に農地中間管理機構を創設し、 機構へ農地利用権を集積し、 人 ３農
地プランを尊重し、 公募した担い手の中から、 地域の担い手を基本として、
機構で定めたルールに基づいて担い手に農地利用集積をすすめる。地域の農
地利用集積業務について市町村・ＩＡ・農委に委託し、 体制強化するととも
に、 出し手と受け手へのメリット対策として機構集積強力金を拡充措置。



○ 米の直接支払交付金の見直しと振替・拡充される施策

米の直樺支払交付金

　　

の見直し

　

２６年産から単価を

７．５千円′ｌｏａに削減Ｌ
たヒで、２９年産まで

の時限措置

　

２６年度予算額：
８０６億円 （２５年度：
１，６１３億円）

①日本型直撞支払（多画的機能支払）の制隣
》

　

地域内の農業者が共同で取り組む地域活動のコストに
着目した新たな支払制度を創設

》

　

「農地維持支払（都府県・田で３，０００円′ｌｏａ）」と 「資

源向上支払 （都府県・田で２，４００円′ｌｏａ）」 で構成

》

　

２６年度予算額：４８３億円（２５年度（農地・水）：２８２

億円）

②水田フル活用と米政策の見直し
〉 飼料用米等への数量払の導入のほか、産地交付金を含

　

めた水田活用の直接支払交付金の拡充
》

　

２６年度予算額：２，７７０億円 （うち産地交付‐金８０４億

　

円）

　

（２５年度：２，５１７億円 （うち産地資金５３９億円））

か

　

定着状況をみながら、５年後を目途に、行政による生

　

産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通

　

しをふまえつつ、農業者や集荷業者・団体が中心となっ

　

て円滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行

　

政・農業者団体・現場が一体となって取り組みを展開

◎農地中間管経機構関連予算の拡充
》

　

農地の担い手への集積を推進するための支援策等を拡

充
》

　

中間管理機構へまとまって農地の貸付けを行った地域

等への協力金を交付
》

　

２６年度予算額：３０５億円（十２５年．度補正予算 一００

億円）



（２） 個別対策の評価と課題

①

　

米直接支払い交付金については、 稲作経営安定とともに米の計画生産を促

　

す対策として大きな効果があったが、 稲作経営者からみて米作付１５０００

　

円／ｌｏａが半減 し、 ２９年産までの時限措置とされたため、 大規模経営ほ

　

ど所得減少の影響が大きく、制度の継続を前提として、 規模拡大、設備投資・

　

新規雇用をすすめてきた大型経営への影響が大。

　

・ １ ５ ｈａの専業的水田家族経営で約６７万５千円の所得減少

　　　

（１ ５ｈ ａ × ６０％ （米作付率） ×７千５百円＝△６７． ５万円）

　

・１ｏｏｈａの水田農業法人で約４５０万円の所得減少

　　　

（１ ｏ ｏ ｈ ａ × ６０％ （米作付率） ×７千５百円＝△４５０万円）
→

　

大規模水田経営のｌｏａ収入１０万円、 所得率５０％とした場合、 ９％の

　

所得減少 （稲作大規模経営はバブルであったという評価もある）

②

　

米価変動交付金については、 制度スタート時 （２２年産） の米価下落を招

　

く要因となったが、 生産費を国が補償する岩盤政策としての意義があった。
一方、 ナラシ対策については、 収入減少を緩和する （収入減少の９割×３／

　

４ ＝ ６７． ５％） 効果があるが、 長期的にみれば米価下落基調における担い
手の経営の将来展望を支えるものではない。

　

国が検討する収入保険制度を含めて、３０年度に向けた担い手への新たな経
営安定対策の検討が課題。

③

　

水田活用対策については、 米直接支払交付金が半減されたものの、 米の生
産日標数量の削減；水田転作面積の拡大を上回る産地交付金の上積み、備蓄
米・加工用米複数年契約・飼料用米への追加支援が措置された。 米の計画生
産からのリタイアの動きは全国的にはみられないが、 当面の２５年産余剰米

　

の処理 （３５万トン程度） とともに、 水田活用対策を通じて２６年産米の計
画生産の徹底 （対前年△２６万 トン、 約５万ｈａ）、 ＪＡグル プの米販売環
境整備が当面する重要な課題。

　

計画生産のメリット対策としての米直接支払交付金の取り扱い、計画生産の
あり方など。 ３０年産以降の米政策について検討をすすめていくことが課題。

④

　

農業者戸別所得補償の振替・拡充として新たに措置された多面的直接支払

　

いについては、 交付財源の負担は、 国５０％、 県２５％、 市町村２５％ （う

　

ち県・市町村負担軽減対策として、 普通交付税１５％、 特別交付税６％、 自

　

主財源４％） で、 見合い負担ができない県・市町村では、 地域で事業申請し

　

ても対応できないという状況。 また、 現場実態として水路や農道の維持管理



に要する共同活動経費として運用する方向で検討がすすんでいる。
多面的直接支払いの現場段階での経営安定対策としての位置づけ、経営安定

に資する交付金の支払い方法の整理とともに、２７年度以降の国による財政負

担の強化が課題。

⑥

　

農地中間管理機構については、 官邸の産業競争力会議の中で、 地域の農業

者と同等の立場で農外からの参入企業と農地をまとめて貸し付けると共に、

　

ＪＡや農委等今ある農業振興組織に頼らない仕組みとして制度設計すべきと

　

の意見が提起され、 現場段階での不信を招いた。 衆参農林水産委員会の付帯

　

決議を踏まえ、 ①地域の担い手を優先すること、 ②ＪＡ・農委を含め実績と

　

能力のある組織に機構業務を委託することとなった。 また、 機構集積協力金

　

が大幅に拡充 （地域集積協力金の創設）。

　　

これらをふまえ、 ＪＡとして機構からの業務受託をうけて、 市町村・農業

　

委員会と連携し、協力金を活用しながら、 地域の担い手、とりわけ集落営農

　

の法人化と農地集積を強化していくことが課題。

（３） 全体評価と課題－農政の地域主義と緩やかな構造改革の促進対策【

①

　　

民主党政権下での農政の特徴は、 数の多い全ての稲作農業者に対して、 計

　

画生産への参加を条件に国が直接所得補償交付金を支払う点をこあったが、新

　

農政の特徴は、地域を単位とした農業者の組織化と合意形成活動を促し、 そ

　

うした取り組みを通じて農業者の所得確保、農業の構造改革を漸進的にすす

　

めていく 点にある。

②

　　

このことは、 地域の合意形成活動を積極的に展開しうる地域・ＪＡでは、

　

新農政を活用し、 将来の地域農業の基盤づくりをすすめていくこ．とができる

　

し、 そうでない地域・ＪＡでは、 これまで以上に厳しい状況になることを意

　

味するものであり、 地域農業者を組織し、 協同活動をゴーディネ」トするＪ

　

Ａの力量が問われるものである。

③

　　

また、 あらかじめ意図して措置されたものではないが、 ＪＡグル」プとし

　

て、 地域の合意形成にもとづき担い手・産地・地域づくりを一体的にすすめ

　

ていく地域営農ビジョンを推進していく対策そのものとなった。

④

　

新農政には大小様々な課題があることから、 ＪＡグル」プとして、 国に現

場実態をふまえた政策見直しを求めつつ、 ３０年度以降の基本政策のあり方

　

についても検討をすすめていくことが必要。

△
丁



２

　

新農政の活用にむけたＪＡグループの基本的考え方

　

ＪＡグル」プとして、 新農政を最大限活用 し、 地域営農ビジョン運動への取

り組みを強化していくことが必要。 ポイントとしては、 以下のとおり。

①

　　

農地中間管理事業 （担い手農地政策）、 水田フル活用ビジョンと産地交付

　

金 （生産振興政策）、 多面的直接支払 （地域政策） について、 集落・地区な

　

ど地域段階の合意形成組織を強化、新農政を一体的に運用し、 地域営農ビジ
ョ ン策定ｏ実践につなげていく。

②

　　

そのため、ＪＡと市町村等関係機関で政策活用の方向について共有化を図

　

り、 関係機関役職員で、 集落・地区ごとに地域営農支援チ←ムを編成し、 地

　

域ごとにそれぞれの実情にあったビジョン及び政策活用提案を行っていく。
③

　　

また、 ＪＡとして円滑化事業に取り組んできた実績をふまえ、 機構からの

　

業務委託をうけ、 円滑化事業との役割分担をはかり、 人・農地プランを作成

　

する市町村、 農地台帳を管理する農業委員会と連携・役割分担を測り、 担い

　

・手への農地利用集積を強化していく。
④

　　

特に、農地中間管理事業を活用した地域の担い手経営体の明確化と農地利

　

用集積・集落営農の法人化、当面の米の受給状況をふまえた計画生産の取り

　

組みの徹底が重点課題。
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【新農政のフル活用による地域営農ビジョン強化への今後の取り組み（イメージ）】
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３

　

新農政フル活用と地域営農ビジョン実践強化にむけた具体的取り組み
（１） エリア設定と合意形成組織づくり
○

　

ビジョン策定・実践エリアと組織は、地域の実情をふまえた戦略的な重要

　

課題。最終的なビジョンのあり方を方向づける重要な要素。現状の農家組合

　

員組織、 担い手の現状や将来のイメージ、中心となる作物、さらにＪＡや行

　

政等の支援拠点などの状況を加味して、現状の地域的なまとまりを再編成す

　

ることを含めて、 検討していくことが必要。

→

　

水田地域

　　

地縁的エリアとしての集落→複数集落→学校区・ＪＡ支所

　

園芸地域

　　

営農事業拠点としての選果場・営農センタ 単位など

○

　

ひとつのエリア・組織でビジョンを描く単一型のみならず、 担い手づく

　

り・産地づくり・地域づくりという課題別のエリア・組織を重層的に組織し、
連携をはかり、 機能発揮していくことも必要。

→

　

土地利用調整を担う集落組織、 営農センタ←単位の作目別部会、 地域資源

　

管理を担う土地改良組織など

○

　　

今ある農家組合など合意形成組織について、 その活性化・機能発揮をは

　

かる観点から、 農家組合の合併・再編成が課題。

○

　　

また、 合意形成組織である農家組合について、 法人化をはかり、 草刈業

　

務など担い手支援、 直売所や加工・配食サ ビスなどの小さなコミュニプ

　

ィ」ビジネス、 多面的直接支払いなどの補助金を活用した地域資源管理組

　

織として機能・体制強化をはかることも検討課題。

（法人化することにより施設・車両の法人所有が可能となる、利益の繰越が簡
素になる、 構成員の連帯保障の必要がなくなり融資申請が簡単になるなど）

７
′



○ 地域営農ビジョンのエリアと組織
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（２） 地域の支援体制づくり （リーダー、 集落担当、 ＯＢ活用、 ＪＡ委託）
○

　

農家組合員が主体となったビジョン策定・実践にあたっては、 地域リー

　

ダーや組織活動を支援する事務局、政策活用提案、ＪＡ事業提案をおこなう

　

ｊＡ・行政等関係機関の役職員の役割が大きく、 最も重要な要素。
○

　

時間と手間暇・責任をかぶるリ」ダー （無償） のなり手がいない、 夜や

　

土日を含む組織活動の事務局について、営農指導員・行政農政課スタッフだ

　

けでは困難な中で、 ＪＡ・行政・普及ＯＢを嘱託職員として再雇用し、 きめ

　

細かな地域の合意形成活動を支援する取り組みが全国的に広がってきてい

　

る状況であり、 国もこうした職員の人件費を様々な形で確保。

○

　

信用・共済・総務部門を含むＩＡ全職員を出身地域の組織活動の事務局と

　

して配置し、日常の専門業務と地域協同活動の支援にあたらせる集落担当性

　

を導入するＪＡが広がっているが、ＪＡ合併に伴う業務縦割化とスタッフの

専門化がすすむ中で、協同組合における職員の役割という基本認識、１０年
後のｊＡ基盤づくりという長期的な判断に基づくＪＡトップ層の強い意思
が必要。

○

　

地域営農ビジョンは、地域を単位として合意形成をはかり実践していくと

いうことを通じて、 協同組合における組合員・役職員が自らの役割を学ぶ、
協同組合としてのＪＡにおける実践教育活動として位置づけて、取り組みを
強化していくことが必要ではないか。

（３） 集落営農の法人化・経営発展にむけた支援
０

　

１９年度からの品目横断的経営安定対策に対応するため、 ＪＡグル」ブと

　

して集落営農の組織化を大きくすすめたが、 その後の戸別所得補償制度など
政策転換もあり、 集落営農の法人化などその後の経営発展に向けた取り組み
がすすんでいない状況。

Ｏ

　

ＪＡと して、 ２６年度からの機構集積協力金を最大限活用し、 集落営農の
法人化・経営発展に向けた取り組みを推進支援していくことが当面する最重点
課題。 また、今ある組織をそのまま法人化にむけた提案をするだけでなく、 将
来をふまえた合併再編提案、 新たな集落営農の組織化を推進することも必要。

○

　

また、ＪＡ総合事業支援として、集落営農法人の記帳代行・税務申告支援、
資本増強に向けたＪＡ出資、 ネットワ←ク化をすすめ、 ＪＡと集落営農の関
係強化にむけた枠組みづくりが必要。

Ｑ
Ｕ



（４）ＪＡ出資型農業法人など新たな担い手づくり

○

　

水田農業については、 平場地域では認定農業者、 農業法人、 集落営農を軸

　

に農地集積をすすめていくことが基本であるが、 担い手が不足する都市近郊、

　

中山間地域、 需要があるにも拘らず園芸・畜産においては生産が減少する中

　

で、 食品関連企業の農業参入が進んでおり、 こうした状況をふまえれば、

　

ｊＡ自らが農業経営を行う必要が高まっている。

Ｏ

　

ＪＡによる農業経営については、 農家組合員との競合が生じること、 労働

の季節的繁忙性や採算性を確保することが難しいことから、 ＪＡとして慎重

　

な対応であったが、 農家組合員からの要望、 地域の生産量維持、 定年退職者

　

の雇用の受け皿、 新規就農者の育成研修の場として、 全国的に広がってきて

おり、 ２７年度にむけてＪＡ全国連として全国基金を創設し、 ＪＡ段階の取

　

り組みを支援する方向で検討中。（営農・経済核心プラン）

ＯＪＡによる農業経営の状況 （２５年４月

　

全中調ベ）

Ｉ

　

Ａ 出資型

農業法人数

うち、 ５０％

以上ｉＡ出資

ＪＡ直営型

農業経営
計

法人・ＪＡ数 ３６７法人 １８１ＪＡ ５４ｊ‐Ａ ２４ ９Ｊ‐Ａ

ｌｏ



（５） 担い手へのＪＡ事業対応の問題
○

　

農業の後継者不足、
．新農政をふまえ、担い手の規模拡大がさらに今後加速

　

化していく状況の中で、大規模経営体へのＪＡ事業対応の問題がある。ｊＡ

　

が組織化・法人化を支援してきた集落営農法人でも、自ずと販売・購買。信

　

用事業いずれをとっても、量に応じた価格設定、商系業者との入札・相見積

　

もりという問題にぶつかる。

○

　

こうした中で、全農が中心となって担い手のニーズを聞き取り、事業改革

　

につなげる専任担当者ＴＡＣの取り組みが全国のＪＡで展開されているが、

　

担い手に対応した事業改革と具体的なメニュー提案という問題への具体的

　

な対応が、 担い手づくりとあわせてＪＡにおける今日的な重要課題。

→

　

小規模兼業農家への事業方式と大規模経営体への事業方式の構築

（６） 地域の特色ある産地づくり及び６次化にむけたＪＡ提案
Ｏ

　

ＦＭを通じた地産地消や加工・農家レストランなどの動きが全国に広が

　

る中で、ＩＡおち今治のように、高齢化に対応した購買宅配とセットでの地

　

域集荷体制の構築など、地域６次化・イノベ ションの動きがすすんでいる

　

状況。

○

　　

－方で、３月のＪＡ営農・経済革新プランにおいて、「ＩＡグル プは、

　

担い手経営体の所得増大にむけて、「市場出荷・共同販売」 を主力とした

　

販売事業から、 業務用・加工需要やチェ ン化が進む大手量販店への対応

　

を中心とした 「契約取引 （買取・直販）」 の拡大による新たな販売事業方

　

式の確立をはかる」 としているが、 その具体化が今後の課題。

○

　　

連合会を通じた系統共販のあり方の再検討

１１
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平成２３年度農家組合活訪助成金薬付基塗

　　　

１ＪＡ岩手中央１

見直しは今まで２年ごとに行われてきており、 昨年度大幅に見直ししました。 本年度の変

更点は、 字句の変更のみです。
対策の変更により戸別所得補償制度モデル対策は農業者戸別所得補償制度に、 農地ｏ水・

環境保全向上対策は農地ｏ水保全管理支払に名称変更になりました。

１。 平 成 ２３年度農家組合活動助成金交付基準
項

　　　

目 助成割合 交付基準 交付月

総会助成 １０％ Ｄ農家組合総会資料を提出した場合に交付

（収支決算・予算に農協助成金の項目があること。）

６月

営農活動助成

１項目１０％

－３項目実施で

３０％ ①集落営農の取り組み

②農地・水保全管理支払の取り組み

③農業者戸別所得補償制度に係、る勉強会

④認定農業者への土地利用集積
⑤園芸作物の共同栽培・加工 ｏ 販売等

⑥栽培技術 ｏ販売に関する勉強会の開催

※営農部長活動費 （８，０００円） と一体交付

偶数月

満額交位

申請は１回限

りとする 添付書類：総会資料、 勉強会資料等
生活活動助成

１項目５％

６項目実施で；

満額交付

申請は１回眼

りとする

３０％ ①イ ベ ン トの開 催（きなぶり、 秋もち、 感謝祭のみ）

②地産地消料理を用いての地元子供達との交流会

③子供達との農作業体験、 学童農園の実施

④健康増進活動

　

｛特定健診‐特定保健指導に関する研修等）

⑤家の光新規購読
（購読率５０％以上は免除、 ただし名簿提出必要）

⑥農業新聞の新規購読
※生活部長活動費 （８，０００円） と一体交付

偶数月

添付書類：開催文書、 使用した資料

研修助成 ３０％ 研修費用の１／２に対して予算枠内で助成

（ＪＡ旅行センター． シンセラ利用に限る）

偶数月

添付書類：ＪＡ旅行センター又はシンセラの領収書、 行

程表、 案内文書

２． 農家組合再編助成金

　

初年度のみ、 正組合員戸当たり５００円を交付

３． 農家組合長手当

　

５月と１２月 に半分ずつ源泉徴収 して本人の口座に振り込み

４． 班長活動費

　

５月 に農家組合口座に振り込み

５． 営農部長、 生活部長活動費

　

各８，０００円

６‐ 交付基準

農家組合活動助成金 農家組合長手当 班長活動費

戸数割
正 組合 員

　

２，３００円

戸数喜ぼ

正 組 合員

　

２，８００円

戸数割
正組合員１，０００円、 准組合員３５０円

２３，９６６，０００円 ２４，２４８，０００円 ９，４３９，１００円２３，９６６，０００円

　　　　　　　

２４，２４８，０００円

　　　　　　　　　　　　

９，４３９，１００円

７‐ 助 成 金 総 額 （概算） ５７，６５３，１００円

一 難
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農家組合支援担当職員体制要領
－ＪＡ岩手中央１

１‐ 目

　

的

　

農家組合の活性化と集落営農組織の育成ｏ支援に取り組むため、農家組合支援担当職員を配

置し、 役職員一丸となって、 農家組合の活動を支援するものである。 農家組合の活性化とＪＡ

とのつながりを強化し、 粋を深め信頼されるｊＡ運営を構築することを目的に取り組むもので

ある。

２． 農家組合における担当職員配置

　

各農家組合に支援担当職員を配置し、 かつ班長を設置する。 班長は班内を統括する。 その統

括は支所長 （又は出張所長） 並びに、 地域営農センター所長が、 互いに連携を取りながらあた

るものとする。

　

別紙配置表

３．農家組合担当職員の具体的支援（補助）内容

　

農家組合担当職員配置の理解と浸透を図るため次の内容とする。

（１） 農家組合長への定期的な訪問ｏＩＡ事業に対する意見反映 （報告の義務）

（２）農家相談機能 一

　

ｏ

　

ｏ

　

… ｉＡ担当者へ事務連絡を取り組合員へ確実に回答

（３）農家組合事業活動の事務補助ｏ会議資料 案内文書作成等

（４） 生産調整の事務補助 …

　

ｏ

　

ｏ簡単な計算中心

（５）諸行享への参加 …

　

－ ・総会、観桜会、感謝祭等

（６） その他 …

　

…

　

…

　

ｏ・農家組合粗織並びに組合員の向上につながる事業

　　　　　　　　　　　　　　　

（実施 は、 そ の都度 要領 を定め行う。）

４。 支援依頼の対応

（１）農家組合長より研修視察ｏ会議等の出席、 資料作成の依頼について

①各部署の所属長に必ず伺い書を提出し決裁後、 対応すること。 鰐一紙様式）

②会議、 研修等の出席後、 必ず報告 （復命） 書の提出厳守。

　

※報告書は別紙様式を使用し、 支所 （又は出張所） から営農センター経由の上、 常勤役員ま

　　

での決裁を受ける。

③ＪＡに対する意見ｏ要望等は、 地域連絡会議を経て関係部署協議の上、 常勤会議の提出事項

　

とする。

（２） 農家組合より助成金申請の依頼について

①助成金申請には、組合長及び会計との連携が必要不可欠。
②助成内容を明確にし、 必要であれば請求書又は領収書 （写） を貼付の上、 申請すること。

③活動助成金申請書は、別紙様式を使用し

　

支所 （又は出張所） から営農センター経由の上、

　

常勤役員までの決裁とする。
（注）助成金交付部署では、申請書の催促は行わないので、担当職員の積極的な対応を願いたい。

－７ａ５‐



５‐ 会議、 研修視察の経費支出について

（１） 会議

　

通常の会議等には経費支出はしない。 なお、 農家組合の総会等、 農家組合長より正式な来賓

としての要請文一喜により農家組合担当職員が出席する場合、 及び常勤役員ｏ当該地域。地区内

の所属長並びに前記の代理として出席する農家組合担当職員についてのみ『 寸志 』の名目で

原則として３，０００円以内の支出とする。

（２）研修視察

　

農家組合の研修等に当たっては、 要請があれば手配等の世話はするが、 原則としては参加し

ないものとする。 尚、 正式な文書により参加依頼があった場合はその限りではない。
｛３） その他諸事については、 関係部署等と協議の上、 対応に当たる。

６‐ その他

（１）平常業務外－（時間外ｏ休日） の会議、 研修視察等の出席職員の扱い

① 時間外、 休日の会議等の出席は会議の実務時間 （飲食時間は除く） を代休扱いとする。
② 休日の研修視察の出席は、 １日の代休扱いとする。
※定款の就業規則、 特別休暇 『５‐ その他休暇』 を適用し代休扱いとする。 代休の届け出は、

　

通常の届け出用紙を使用する。 但し、 自分の出身居住地集落 （農家組合） の研修に参加した

　

場合は代休はなしとする。
（２） 私有車の取り扱い

　

原則として公用車の使用とするが定款も規約・諸規程集の車両運行管理規程 『私有車業務

　

使用管理要領』 を適用し、 組合業務の能率化を図るうえでの使用を認める。

　

私有車を業務に使用した場合は、 走行距離ｌｋｍ当たり２０円の倍上料を支払うこととし、 請求

　

は通常時使用の用紙とする。

　

※ 但し倍上料は、 ５ｋｍ以上を対象とする。

－
１
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○機構集積協力金の適用要件と交付単価

く地域集積協力金＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　

特別単価①

　　　　　　　　

特別単価②

　　　　　

Ｈ３０年度～

　

　 　 　

　　　

　 　 　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　

　

　　

集積率

　　　

是本単価

　　

ｍに応府

　

ー

　

ｕリヮ仔府 ：－

　

ｕっＱ仔謄

　

１

　

ｕっ癖 密

　

１

　

＊草木菌柘

　　　　　　

，

　　　　　

ヒ

　

ＵＷＴ収

　

ョ

　

貝射Ｔ反

　

－－

　

ｕＷＴ反

　

ｌ

　

ｕＷＴ以

　

１

　

鼠坐↑テ皿 「

　　　　　

ＩＥ

　　　　　

Ｉ

　　　　　

」 １

　　　　

１

　　　　　

１

　　　　　

１

　　　　　

ｉ２害艇５割以下

　

１，０万円月ｏａ

　

２０万円月ｏａ

　

２，０万円月ｏａ三１．５万円月ｏａ

　

ｌ，５万円／ｌｏａ

　

ｌ．０万円月ｏａ

５害雌８割以下

　

１４万円月ｏａ

　

２．８万円月ｏａ

　

２‘８万円ハｏａ…

　

２，１万円／ｌｏａ

　

２，１万円／ｌｏａ

　

ｌ．４万円月ｏａ

　　

８害り超

　　

１．８万円／ｌｏａ

　

３．６万円月ｏａ

　

３，６万円ハｏａｊ

　

２７万円／ｆｏａ

　

２．７万円月ｏａ

　

ｌ．８万円月ｏａ
別単価が適用される。年度の４カ年※

　

Ｈ２６０２９

　　

度 の ４

　　

； “

　　　

影

　

日

　　　　　

、 単

　　

）週

　

（Ｈ２６・２７年度は基本単価の２倍、 Ｈ２８０２９年度は１．５倍）

※ 交付対象は地域。
※ 対象農地は、 機構に利用権を設定した農地 （既に利用権設定された農地）、

　

過去に規模拡大交付金を受けた農地を含む。

く経営転換協力金＞
機構への貸付面積 交付単価

０．５ｈａ以 下 ３０万円／戸
０．５ｈａ紹２ｈａ，以 下 ５０力円／戸
２ｈａ．超 ７０万円／戸
※ 既に農地を利用権設定し、 農産物を販売していない者は対象外。
※ 集落営農に特定作業委託をしていた者が機構を通じて利用権設定した場合

は対象。

　

（既に農地集積協力金を受けた農地は除く）

く

　

作者集積協力金＞く耕作者集積協力金＞

　

甘★※瓜

　

．

　　

特卸」単価①

　　　

．１ 特別単価②

　　　

Ｉ

　

Ｈ３０年度～

　

１

　

座中平皿

　

１

　　　　　

１

　　　　　

１

　　　　　

１

　　　　　

１

　　　　　

１

１

　　　　　

１

　　

円／

　

１ 円こ

　

１

　　　　　　

Ｉ

　

Ｈ２６年度

　　　

Ｈ２７年度

　

Ｉ

　　

Ｈ２８年度

　　　

Ｈ２９年度

　　　

※基本単価

０．５万円／ｌｏａ

　

…２．０方

　　

ｌｏａ

　

２．０方

　　

ｌｏａｉ

　

ｌ．０万

　　

ｌｏａ

　

ｌ．０万

　　

ｌｏａ

　

ｏ・５万円／ｌｏａ

※ Ｈ２６・２９年度の４カ年は重点支援期間とされ特別単価が適用される。
（Ｈ２６・２７年度は基本単価の４倍、 Ｈ２８・２９年度は２倍）
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糟溝県議協力金の活用と効果のイメージ（例１）
０ 段階的集積方式（地域集積協力金十経営転換協力金）

【例］Ａ」狸城の全農地面積４５ｈａ、農家３０戸の場合（ｉ戸あたり面積１．５ｈａ）

　

既に、約１３％にあたる６ｈａに利用権が設定されている煤場合

　

年度

　

集積而摘
設定済み 新槻設定

　

達男腫

　　　　　

　

（一 闘度） ・２ｈａ

　　　

１２ｈ ２６．瑞

（
認

年
目
度） ２４ｈａ

　

ｉ２ｈａ

　

１２１潅

　

瑚％

（←並
置
年
目
度） ３４・５ｈａ

　

組ｈａ

　

ｌｏ．５１廼

　

７６．郁

（
轟

年
目
度｝

　

４５ｈａ

　

３４・５ｈａ

　

ｌｏ・５ｈａ

　

ｉｏｏ％

※交付対象は新たに機構を通じ〔利用様設定された地域

＜Ａ地域の、地イメージ＞

　　　　　　　

利用権

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

利用櫓冒

　　　　　　　

利用権

　　　

※既に利用権が設定されている場合は、磯博へ再設定

「
５
年
間
で
段
階
的
に
築
欲
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※既に利用権設定農地＝も機構に集積討÷ることで交付対象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（過去に規模拡大交付金の交付を受けたも交付対象）

【地四滅１集積協力金１交付先：地域｛配分は任意）

　　　　　　

【経営転換協力金】交付先：出し手個人 （過去に農地集積携

　

１年目：１２１堪×２‐ｏ万円 （ｌｏａ）

　

＝２４０万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

力金の交付を受 けていない者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１年目：交付単価５０ 万円×７戸 （各１‐５ｈａ） ＝３５０万円

　

２年目：１２１Ｉａ×２‐８万円 （ｌｏａ）

　

＝３３６万円

　　　　　　　　

２年目：交付単価５０万円×７戸 （各１．５１１ａ） ＝３ま鶏 万円

　

３年目：１０．５１１ａ×２‐１万円 （ｌｏａ） ＝９２０‐５万円

　　　　　　　　

３年目：交付単価５０万円Ｘ６戸 （各 Ｌ５１＊ａ） ＝３００万円

　

４ 年目：１０．５１Ｉａ×２‐７万円 （ｌｏａ） ＝２８３‐５万円

　　　　　　　　

４年目：交付単価５０万円×６戸 （各１‐５１Ｉａ） ＝３００万円

　　　　　　　　　　　

に～４年合計額：Ｉ，ｏ８０万円１

　　　　　　　　　　　　

１１～４年合計額：１，抑ｏ万円ｉ

機構纂積協力金の活用と効果のイメージ（例２）
０集落富豪÷一括祭穣方式（嬢照集積協力金十経営転換協力金）

【例旧地域（集落営農組織）の全農地面積‘１５脳、農家３０戸の場合（１戸あたり面猿１．５ｈａ）

　　

特定農作業受託から椴構を通じた利用橋設定に切り替え

富一
人
化
を
襲
捲
に
－
括
鱒
凶

ｉ；度
＊ 岳毒藩

　　

、

　

′・

　

，１．

　

集続卒

　

＊／ノにＬ‐

１年目
（Ｈ鵬年庶Ｉ

集敏なし

　

ニワ・ｉＦ）ｔ 、

　

′・

　

，１．

ＯＳ

２年目 伽 伽 伽 ９３．３塘

３年目
（檀８年度） 伽 ９３。３喧

４年目
（ｌｔき９年度） 織 ９３３筆

くＢ地域の農地イメージ〉

　　　　

′：

　

《

　

＼１

，‐三愛

　

開
－－・

′

－
雲 甑塾晶

　　

日

　　　　　　　

　　

　

　

　　

　　　　

【地‐纏１団．噛め金】交付先・組織｛配公は重壬蓋】

　　　　　

【経営転換磁力金】交付先；出し手個人（過去に農地集積だ
１年目：なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

力金の交付を受けていない者）
２年目：４２ｈａ×３－６万円 （ｌｏａ） ご１，５１２万円

　　　　　　　　

１年目：なし
３年日～４年目：なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２年目：交付単価５０万円×２８戸 （各１．５ｈａ）＝１，４００万円

圏域の組織への交付語合計：Ｌ５１２万円ー

　

３年目～４年日：なし

園域の農纂者への交付類合計：璽砺 嗣

ー議題欄富め園幽幽
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携榊集積協力金の活用と効果のイメージ（例３）
○ 特定作業委託から利用権繊定への変更（地域集糠協力金十経営転換協力金）
【例ＩＨ地域の全農地面積４０ｈａ、地域の農家（全戸）と集落営農法人Ａ（集落ぐるみ型）が特定農作業蔓委託契約を締結している。
【仮定】集落営農法人Ａに対して、Ｌ５ｈａの農家１６戸が計２社・ａの農地を機構を通じぐ利用権を再設定した場合

くＨ地域：全農地面磯４０ｈａ＞
僅謬全戸が砦

　

′］隊趣受委託契約を溺締結

　　

　

　

　　

　　

　

　　　

　　

　

　　

　

　　　

　　

　　

きざ－湿

　　　

麹 １１

　

１

　　　

　　　
　

特定作業委託

【地域激増協力金】

　

２７年に特定作業委託から機構を通じて利用権を設定した場合。 →交付対象

　

０

　

飽け城磯１積率：２４１１ａ／如ｂａ×１００＝御．０％

　　

交付金額＝２４ｈａｘ２‐８万円 ｛１０可 －匪回回

【経営転鴎協力金】

　

特定作業委託から利用掩設定に切り替えた場合は対象となるの
交付単衛５０万円Ｘ１６戸（各１‐５如）＝巨題回

繊麗業績磁力金の活用と効果のイメージ（欄４）
０ 既存の大量■薬法人への利用権の再設定方式（地嘩集積協力金）
【例ＩＦ地域の・．全農地面積２００１長－、既に円滑化事業ｉユリ全農地面積の６０％に相当する１２０ｈａ轟く長幕営農法人Ｂに設定されている
【仮定】集落営農法人瞬こ害ずして、機構を通じて利用権を再設定した場合

くＦ地域：．全農地面械２Ｑｏｈａ＞
機構を通じた 糊

　

に再設定：ー２０脳

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

蕪プロプク

　　　　　　　　　　　

製５加

　　　　　　　　

賀

　　　　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎プロ，夕

　　　

‘

　　　

．

　　　　　　　　　　　　

嫌

　　　

竣－プロ７ク

　　　　　　　　

ー

　　

ミ

　

　　　　　

　

円滑と団体による

　

Ｊ用権設定：１２０ｈａ

　　

…

　

－・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

・

　　　　

・：

　

．

　　　　　　　　　　　

，￥‘＼

　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　

‐

　　　　　　　　　

・・，

　　　　　　

：：…

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　　　　　　

　　

　　　

　

　　

　　　　

　　　　　　　　

　

※ 円滑化事業による既存の利用権は、合意解約または期間満了による解約が必要となる。

　　　　
＜ケース１：２７年度に利用権を一括で再設定した場合＞…集積率６０％

　

１２０ｂａ×２‐８ 万円 ｛ｌｏａ｝＝畠類覇司

＜ケース２：①～③のブロックを醐階的に再設定した場合＞

　

・２７年度①ブロックを再設定：集積率＝姉姫／９開腹…２２Ｌ５％

【鎚鱈転換鱈力金】
※既に利用権設定し、農産物を販
売していない者は交ｆ開議外

　　　　　　　　　　　

交付金額＝４６ｈａ×２－０万円 （１０＠） ＝狭め 万四

・２８年度②ブロックを再設定：集統率＝８０塵ネノ２００１１ａ…引ＯＨ％

　　　　　　　　　　　

交付金額＝３る鯨×Ｌ５万円 （ｌｏａ） コ５２ぁ万円

・２９年度③ブロックを再設定：集積率＝１２０ｈａ／２００１隠・・・６０％

交付金額＝４０ｈａ×２‐１万円 （１０ロ） ＝８郷 万四

　　　　　　　　

※２７～２９年度の合計額：区岡雷寿司
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機構集積協力金の活用と効果のイメージ（例５）
０ 分散錆圏解消にかかる利用権の再競定方式（地域象瓶協力金十耕作者集積協力金）
【例】Ｇ地域の全農地面積２００ｈａ、既に円滑化事業により・全農地面積の８２９４）に相当する１６１脳が担い手ご＼・日・ＣＩこ設定されている
【仮定】機柿を通じて担い手Ａ・ｒｉ・Ｃに利用樋を再設定Ｌた場合

くＧ地域：全農地面積２００ｈａ＞
円滑化団体による利用燕設定：１６１ｈａ

霊園圏

　

圏夏
機構を通じた利用椛に再設定：１６‐ｕｌａ

　

　

　

　

　

　

　　

　 　
　

※ 円滑化事業塁こよる既存の希」用権は・合意解約ま が 期間満７による解約が必要となる。 も

【地 離 醐 力金１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０

＜ケース：２７年度に利用権を一括で再設定した場合＞…集積率８２％

　

１６４ｂａｘ３‐６万円 （ｌｏａ｝－滞国鴎嗣

【耕作者業種協力金】

　

担い手Ａ・Ｂ・Ｃの農地に隣接的‐る農地の所有者または耕作者が対象

することで、
を解消すること

機構集甥署協力金の活用と効果のイメージ（例６）
０ 耕作者集積協力金十地域集積協力金方式

【例】Ｃ地域の全農地而綾２２‐５ｈａ

　　

農家１５戸の場合（１戸あたり面積１証師恩）
くＣ地域＞

【仮定】
Ｈ２６年度に情愛希望者八に隣接する所有者Ｂと所「有者Ｃ力覗端構に
農地を集‐鏡。
Ｈ２７年度に①機構情愛＆農地に対して‐所ト有者Ｄおよび端辱作者Ｅが
制度を活用Ｄ
ｒ１２８年度に②③機構情愛農地に対して、所有者Ｆが制度を活用。
【参考】耕作者集猿協力金
く交付対象農地〉
１髪鼓下の農地に隣接‐する農地
「機橋がｒ皆り受けている農１山、『公表された憎鈍受希望者公募情報に琵記壊さオ
こ、ず特受希ー聖者訪韓紫緒÷する農地」
　　　　　　　　　　　

‐綱の借受農地等に薩薄れ醸す▲る農地！｛；交付ヌ打象農地）にデ）いて‐す自ら耕作－幸三

　　

‘〆

　

戸地）にデ）いて‐す自ら耕作デナ
珠新有者が農地を悲離籍に貸しずれ′′た場合の【雑作者集積協力金】交付先：農地の所‐有者、 耕作者

　　　

当譲農地の耕作者」〈Ｈ２６年度＞

　

所有者Ｂ：３ｂｚａ×２．ｏ万円 （ｌｏａ） ＝６０万円

　　　　　

【地図域集積協力金】 交付先；地域 （配分は任意）

　

所有肴Ｃ 対 象外（緩営転換協力金の対象｝

　　　

＜日２６年疫，集積率祁 農／２２‐５ｈａね。。：２６ぶりぁ〉＜Ｈ２７年度 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（蔓顕十３．ぉ可

　

ｘ２－。ニー２ｏ 万円

　

所有者Ｄ：４５ｈａｘ２‐ｏ万円 （Ｉｏａ｝

　

コ９０万円楚

　　　

く日２７年度；集積午嘉‐ （６ｈａ＋７５ｈａ） ／２２－５１頃＊ｌｏｏ＝６０－ｏ％ ＞

　

耕作者Ｅ二３１顕ｘ２０万円 （１ｏａ） ＝６０万円

　　　

（４‐５，塑
；鋭￥事 実２８万円 （／，。ａ） ，。万門く１印２８年度 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜Ｈ２８ 年度：集 嶺幸一 （１３．５ｈａ十４．５ｈａ） ／２２‐５１暇ｉｋｌｏｏ＝８０‐０％＞

　

所有者Ｆ：４‐５始ｘｌ‐ｏ万円 （ｌｏａ） ＝｛５万円

　　

（４－５．輯） ｘ２－７方申 し／．ｏａ）※＝．２１－５
′
万四 ラ湖 い 爾 岬佃糊，

　　　　　

０

　　　　　　

．

　　

●

　　　　　　　　　　　

●

　　

－嘉 競 一読る 万円」

　

【参考；所有者Ｄが経営転換する場合】

　

耕作者集顔協力金：交付額９０万円〉軽営剥，腐交付金：交付型槌７０万円（２ｈａ超）
大規模に農地を機構に賞し付ける場合は、 経営眠換交

÷
付
ヂ

よりも耕作者塩川捕協力金のほうが有利な甥合がある．

　

※Ｈ２６・２７年度の特別期岡に、３，５ｈａを超える露地を糠樽に繁顔すると弱睡作者集積溜力金が有利．
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多面的直接支払の活用

｛例ＩＤ地域（集落営農組織）の全農地面積４５ｈ８、農家３０戸の場合（１戸あたり面積駈れ隈）

責瀧向上安強 弱脳 ×

　

２燕００円／１伽 顎９６０β間円

ぅ騰道・水路の維持や草刈り等の共同活用
経費として活用

襲纏錐締支払４５ｈａ ×

　

３，０００円／１伽 ＝１，３５０．０００円

弓，例えば、交付金を工夫し農業者の活動組織の活 ：

動に参加する構成員に対して１睦≧もたり塾５００四

　

，

　

（５００円を粗締活動費とする）を交付し、農家α
所得確保が可能

　

戸当たり交付額：３７，岡０

【参考】※の瞳榛支払交付金鑓灘蝦嬢和の効果

　

　 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

　

Ｇ割

＜農地総持支払＞※全農地が対象
蛸無９×２．醜聞円／／ＩＱ嵯＝１．１２５．０００円・”《野

業農地維持支払の－交付班御応＆◎仰閥のうち６００四童

　

顔織活動費とＬた鳩合

２７ＥＩＢＸ１５．似）０園／．（ｌａｉ４，０５０，０（１０四 ２７１・檀ｘ７志ｉｏｏ円／／ＩＤ辱醗２燈２５．０醐ＯＰ１・－α）

⑦）＋燈） －÷

　

２．０２＆似＊０１４十１．１２蟻醜油円属象ＩＳＯ強００円

＜Ｄ地域＞

霊場 響き

　

　

　　

　

　　　　　　　

　　　　　

　　　　　

…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

２１



０ 都道府県別の集落営農組織数

＼集落客営農
組織数

法人 非法人

　　　

法人化計

　　　　　

画あり
２０ｈａ未 満

２０ｈａ～

５０ｈａ未満

５０ｈａ～

ｌｏｏｈａ未満法人化計
画あり

全国 １４，６３４ ２，９１６ １９．９％ １１，７１８ ８０．１％ ５，１１０ ８．５４４ ４，４５０ １．１８１ ４
北打母値 乙ｂｂ ３５ １３．２％ ２３１ ８６．８％ １１ ｌｏｏ ２７ ２９ エ
肩先効ミ １９５ ２２ １１．ヌ敏 エ７３ ８８．７％ ９９ ７４ ７０ ３６
岩手 ６７１ ６９ １０．コ歌 ６０２ ８９．７％ ３５２ Ｒ Ｒ つ^ に ８７
宮城 ／ｂ ９７ ＩＬＩ％ ７７９ ８８．９％ ４４４ ３６８ ３４７ １２０
秋田 ７２１ １７３ ２４．０％ ５４８ ７６．０％ ４３９ ２４４ ｑ只に ８５
山元彦 ４５５ ４１ ９．０％ ４１４ ９１．０％ １７６ つＲ １つｎ ７４
ネ晶島 ３７７ ３３ ８．８％ ３４４ ９１．２％ ３４ １７４ １４１ ４７
茨城 １５８ １９ １２．０％ １３９ ８８．０％ ８３ ７９ ５９ １８
栃木 ２０８ １７ ８．２％ １９１ ９ＬＢ％ １５５ ６８ １０３ ３２
群馬 １１６ ６６ ５６．９％ ５０ ４３．１％ ３４ ３４ ６６ １４
±帯ＦＥ‐ ８４ ２０ ２３．８％ ６４ ７６．２％ ４８ ３２ ３５ １２
千葉 ７１ ３８ ５３．５％ ３３ ４６．５％ ７ ３８ ２７ ５
床り駅

神奈川 ６ Ｉ １６．７％ ５ ８３．３％ ６
差針マ馬 ６８７ ２９８ ４３．４％ ３８９ ５６．６％ １５０ ３９Ｇ ２３６ ５０
富山 ７７８ ２３９ ３０．７％ ５３９ ６９．３％ ２９６ ３７１ ｑ《ｎ ４４
石川 ２８１ ９１ ３２．４％ １９０ ６７．６％ ｌｏｏ １７７ ９４ ｌｏ
福井 ５８０ １５７ ２７．１％ ４２３ ７２．９％ ２４２ ３８１ Ｔ Ｒ ３６
山ス梨 ２ Ｉ ５０．０％ ｌ ５０．０％ ２
‐長野 ３３５ ５６ １６．７％ ２７９ ８３．３％ ７０ １５２ ８４ ５０
岐阜 ３４２ ９０ ２６．３％ １２ つ ７３，７％ ｌｎＲ １２ＲＲ ７８ ２１
静岡 ２７ ７ ２５．９％ ２０ ７４．１％ Ｉ ２１ ４ Ｉ
愛知 １０４ ３ ２．９％ ｌｏｌ ９７．１％ ９ ５０ ２６ １‐３ ］
二重 ２９４ ３７ １２．６％ ２５７ ８７．４％ １１３ １９１ ７６ ２２
絹理質 ８６１ １４１ １６．４％ ７２０ ８３．６％ ３４２ ６３５ １９２ ３０
京都 ３２４ ４３ １３．３％ ２８１ ８６－７％ ３７ ３０８ １４ ２
大阪 ３ ０ ０・０％ ３ １００・０％ Ｉ Ｉ Ｉ
兵庫 ８２６ ５３ ６－４％ ７７３ ９３．６％ ２０２ ７２８ ９４ ４
奈良 ２９ ５ １７．２％ ２４ ８２．８％ １１ ２２ ５ ２

弄ｎ坪和白 １４ Ｉ ７‐１％ １３ ９２．９％ １４ ０ ０
自衛 ２５４ ５０ １９．７％ ２０４ ８０．３％ ３６ ２０２ ４７ Ｉ
島根 ４７７ １４４ ３０．２％ ３３３ ６９．８％ ６０ ４０８ ６２ ６
岡山 ２３０ ３６ １５．７％ １９４ ８４．３％ １７ １９１ ３５ ３
メ広島 ｂｂＺ ２２１ ３３．９％ ４３１ ６６．１％ ７ ４３３

　　　　　　

つ（月 １４
山□ ３２５ １６４ ５０．５％ ］６１ ４９．５％ ３６ ２３１ ７４ １５
徳家島 ２５ ５ ２０．０％ ２０ ８０．０％ ２４ Ｉ
香川 １６９ ５６ ３３‐１％ １１３ ６６．９％ ６９ １０９ ４２ １２
番な妥 ９５ ２６ ２７．４％ ６９ ７２．６％ １４ ６３ ２５ ３
高知 ｌｎつ ２ ２．０％ ｌｏｏ ９８．０％ ３ ９６ ６

　　　　　　　　　　　

、

桜１湖 ６１６ １２０ １９．５％ ４９６ ８０．５％ ３４１ ２６０ ２５５ ７４
ィ生質 《 つ ６ １・０％ ６１６ ９９．０％ ４８０ １６１ ３９ １０４
長崎 １１４ ８ ７．０９６ １０６ ９３．０％ ７２ ８１ ２６ ７
良兵４ト ４５４ １６ ３．５％ ４３８ ９６．５％ ２９４ １６１

　　　　　

つつ｛ ５６ ］
大づ｝ ｈ３・／ １７２ ３２．０％ ３６５ ６８．０％ ９３ ４６９ ６５ ３
呂”一計 １２６ ２０ １５．９％ １０６ ８４１９６ ３ ６７ ２８ ２８

」塩児島 １３９ １７ １２．２％ １２２ ８７・Ｒ％ ２４ １０５ ２３ ７
｝１←ボ屯 ６ ０ ０・０％ ６ １００．０％ ４

出典：平成２５年度
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＜ＪＡグループの法人化に向けた考え方＞
①

　

基本の方向

　

－集落ぐるみ型集落営農法人を設立－

　

法人化計画に沿って、 任意組織の構成員全員で集落ぐるみ型集落営農法人を

設立する。
＜集落ぐるみ型集落営農法人＞

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０
＜任意組織＞

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

曾 葉積
＜農用地利用改善団体＞

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　　　　　　　　　　　　　　

※農用地利用改善団体構成員全員が、集落ぐるみ型集落営農法人構

　　　　　　　　　　　　　　

成員にならない場合があるため、 ２階建て構造として考える。

　　　　　　　　　　　　　　

※農林水産省のいう地主組合とは、 土地利用等の話し合い機能を持

　　　　　　　　　　　　　　

つまとまりとしての例であり、 農用地利用改善団体は地主組合のひ

　　　　　　　　　　　　　　

と つ の 形 態 で ある。

②組織再編の方向

ア） オペレータ型集落営農法人に再編する

　

－核となるオペレータで法人を設立する場合－

＜法人＞

く任意組織＞

　　　　　

１ ・ ０ ・ 一
１

　　

曾
集積． ・

　

●

　

Ｏ

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

　

＜農用地利用改善団体＞

． ●

　

●

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

」ゑ鮎８８８８８

　

』

　　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　　　

　　

イ） 任 意 組 織 を 分 割

　　　　　　　　

ｏ

　

ｏ

　

ｏ

　

ｏ

　

ｏ

　

ｏ

　

○

　

○

－ 組織が大きす ぎて、 ひと

　　

，嘘

＜複数法人＞

＜任意組織＞

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０
＜農用地利用改善団体＞

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０



０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０、 ０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

ウ）任意組織を合併
－組織が小さすぎて、 リーダーや核となるオペレーターを確保することが難

しい場合－

＜法人＞

●

　

・

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

●

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０
＜任意組織＞

官集積
＜農用地利用改善団体＞

●

　

●

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

・

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

「

　

ｒ・：ー

　　

▼

　

．′・

　

‘“、

　

．

　　

・▲

　　

－′

工）法人と認定農業者へ農地を集積

－法人と認定農業者が作目ごとに役割を分担する場合
（イタ歩法人は稲作、転作作物は認定農業者が担う場合）－

＜法人＞

　　　　　　　　　

＜認定農業者〉

ｉ・・・！＜任意組織＞

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

０

　

●

　

・

　

●

　　　　　

認定農業者

＜農用地利用改善団体＞

２４




